
(NPO)Aichi Pref. Orienteering Association

（特非）愛知県オリエンテーリング協会

テレイン管理者認定講習会

1

テキスト

初版：2018年3月31日
改定：2020年8月13日
補正：2021年3月4日
補正：2025年8月5日



(NPO)Aichi Pref. Orienteering Association

2テレイン管理者制度の背景

オリエンテーリング活動で地域からのクレームが継続的に発生

このままではオリエンテーリングする場所がなくなってしまう！
一人で行うオリエンテーリングは一人一人のマナー啓発が重要！
当面は「下山・作手テレイン」利用時に認定テレイン管理者を
義務化。他のエリアでも同レベルの対応をお願いします。

給水所としてPETボトルを無人で設置。
回収を忘れ放置。
地主に見つかり大いに叱られる。

田んぼの周囲にある「電気柵」を倒した。

地元の方が呼び止めたにもかかわらず、
そのまま走り去る。
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3過去のトラブル事例

テレイン利用において過去には以下のようなトラブルがありました。

田畑を獣から守る電気柵を壊した。
住民から呼び止められたが、立ち去った。

迷って民家の庭先を通った。
家の中にいたおばあさんを驚かした。

無人給水所のPETボトルを回収忘れ。
地主に見つかって写真をとられる。

駐車場の隅に車をとめて集合していた。
管理者より注意をうける

通りやすいように草を刈る。
勝手に刈ってはいけないと地主におこられる。

農機具などテレイン内のものを
動かそうとする。持ち主から疑われる。

「派手なトリムテックスで山から出てくる」普通に考えて「異様」です。
何もしていなくても、それだけで疑われる存在であることを自覚しなければなりません。
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4知っておかねばならない「テレインは借り物」

山は生活の場 施設への配慮

厳しい境界争い

山には地主の境界がある。
もし草を刈ったり、足跡が
つくと境界が変わったよう
に見え、いさかいのタネに
なりかねない。
地主は土地の様子が変わる
ことに非常に敏感である。

山は他人の庭
山には林業で生計を立てる人、別
荘暮らしを楽しむ人、レジャー・
スポーツ（マウンテンバイク等）
を楽しむ場です。
いわば「他人の庭」でオリエン
テーリングをさせていただいてい
ることを常に意識しなければいけ
ません。現状復帰は無論、そこに
おいてある物に触ってはいけませ
ん。

愛知県野外教育センターや鬼久保ふれあい広場、作手
てづくり村などの施設は大会や合宿の拠点として利用
しています。
これらは有料施設ですので、きちんと連絡をし了解を
得てから利用するのがマナーです。
また、我々がテレイン内でトラブルを起こした際に、
地元からのクレームを最初に言われるのもこれら施設
の職員の皆さんです。時には味方にもなってくれます。
また地元の方が職員をされています。
「利用料を払ったのだから」という態度ではなく、事
前の連絡や事後の清掃、お礼など、十二分な誠意を尽
くさなければなりません。施設も地域の一部です。

施設も地元の一部
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5テレイン管理者の任務

利用責任者

運営スタッフ

参加者

テレイン管理者

管理

啓発

テレイン管理者は、単にテレイン利用を管理するのみでなく、オリエンテーリング
活動時のルールやマナーを利用者に啓発する任務をお願いするものです。

「顔と顔」を合わせ
確実な伝達

行動で示す「感謝」
の気持ち。
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6認定テレイン管理者の制度

テレイン管理者は、運営する者とは「独立」に「専任」でなければならない。
（２重チェックの原則）

資格条件

①年齢１８歳以上
（OL年齢）

＝社会的責任のある
行動をとれること

②認定講習会を受講し
修了テストに合格

③有効期間は３年間
＜更新についは検討中＞

利用団体との関係

利用団体

●利用責任者
（大会実行委員長）
●競技運営者
（競技責任者）
●運営スタッフ
●連絡担当者

●参加者
団体内の場合
団体外の場合

テ
レ
イ
ン
管
理
者

兼務不可

同一団体で
ある必要は
ない。

兼務可
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7テレイン管理者の責務

事前チェック 利用者への啓発 回収チェック・報告

①立入禁止通過の危険性はないか？
コース図を入手し、立入禁止を通過する危険性がない
かチェック。安全回路もチェック。
コース図に立入禁止が明示されて
いるか確認。（田畑や民家などは、
記号で明確に表示すること。）
万一、当日立ち入り禁止が判明した場合は、
スタッフを立たせるなどで対応

③集合場所、駐車場所が迷惑をかける危険性はないか？
（連絡済か？）コース近隣の民家にはあいさつ済か？

・愛知県野外教育センター、作手てづくり村
・鬼久保ふれあい広場 三河高原牧場、等

利用団体より計画を聞き込みチェックする。
テレイン管理者はコース変更の権限を持つ。
守らない場合は失格！（大会）

開始前に利用者（運営者・参加
者）全員に「誓約システム」で
の電子サインをする。

①以下の点をチェックする
テレイン内の設置物の回収は完了
しているか？
・給水所、誘導テープ、立禁
テープ、スタート、ゴールは
目視で確認。

・EMITを置かないコントロール
は聞き取りで確認。

・EMITを置いたコントロールは、
EMITの回収で確認。

・試走のみで使ったテーピング
がないか聞き取りで確認。
（２重チェックの原則）

②利用施設の清掃状態チェック
お礼のあいさつ

③報告書
「テレイン管理報告書」添付資

料（地図）を県協会へメール送付。

利用開始時にも直接マナーを
啓発してください。

②テレイン内設置物の確認
給水所・誘導テープ・立禁止テープ、スタート、
ゴールなどの設置位置を確認。

（チェック用地図に記載）

④要項にテレイン管理者氏名を記載。（大会のみ）
プログラムに誓約書へのサイン方法を記載。
（電子署名へのURL）
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8

２

３

２

３

コースのチェックポイント

このコース設定はどこが問題？
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9テレイン利用申込と報告

認定テレイン管理者
（Webに氏名リストを掲載）

テレイン利用申込書 テレイン利用報告書 テレイン管理報告書

利用者

提出

謝礼（目安１万円/日）＋交通費
（ただし、本人辞退の場合はその限りでない）

（書式１）テレイン使用日の前々月の月末までに提出。大会の場合は２ヶ月前までに提出。 

テレイン使用連絡書 

（特非）愛知県オリエンテーリング協会 御中 

申請日 平成  年  月  日 

申請者 

団体名 

代表者氏名 

申請者連絡先 

（地図送付の

ため、必ず全

項目記入） 

郵便番号   －     

住所 

氏名 

電話番号             （宅配便伝票に記入します。） 

電子メール 

地図送付先 

（申請者と異

なる場合の

み） 

郵便番号   －     

住所 

氏名 

電話番号              （宅配便伝票に記入します。） 

電子メール 

テレイン 
管理者 

氏名 
                       （作手地区テレイン利用時は必須です） 

申請内容 

目的  

期日 平成  年  月  日～  月  日まで 

使用テレイン  

参加人数    人 コース設定のための画像地図送付希望日  月 日 

連絡事項  

地図利用計画 

日付 テレイン名 縮尺 サイズ/縦横 提供形態（A,B,C） 予定枚数 

月 日      

月 日      

月 日      

月 日      

・提供形態は 
A:愛知県 OL 協会でコース印刷 

コース設定のための画像または白地図を利用者へ送付し、コース設定データ・画像またはコ
ース実体地図を返送。 

B:白地図を必要枚数送付し利用者でコースを記入して使用。 

C:地図画像（jpeg など）を送付し利用者で印刷。 

いずれの場合も 1 枚当たりの地図使用料は同じです。 

誓約事項 

実施にあたっては下記誓約事項を遵守します。 

・ 地元の方に会った場合は、かるくあいさつをします。 

・ 集合場所・駐車場・スタート地区付近の民家・施設に対して事前にあいさつをします。 

・ テレイン内はもちろん、野外全般での禁煙を厳守します。 

・ 527 集落エリアなどの立ち入り禁止区域、当協会・地図所有クラブが立ち入りを禁止したエリア
には絶対に入りません。 

・ 自然環境に損害を与える行為をしません。 

・現地で苦情を受けた場合は、隠すことなく、必ず愛知県 OL 協会へ連絡します。 

・テレイン内に、物品・ゴミなどを残しません。 

（書式２）テレイン使用後に提出してください。 

テレイン使用報告書 

（特非）愛知県オリエンテーリング協会 御中 

提出日 平成  年  月  日 

利用者 

団体名 

代表者氏名 

連絡先 

住所 

電話 

電子メール 

使用内容 

使用目的  

使用期日 平成  年  月  日～  月  日まで 

使用テレイン、マップ  

参加人数 人 

地図使用枚数 

（利用者で印刷の場合のみ） 

日付 テレイン 使用枚数 

   

   

   

   

その他  

報告事項 

上記のとおり、愛知県内のテレイン使用しました。 

なお、使用にあたり以下のことを行いました。 

□民家等立入禁止区域をさけるコース設定をした。 

□近くを通る民家、駐車する施設等へ予めあいさつ

しました。 

□テレイン内にフラグ、ゴミなどが残っていないこ

とを確認しました。 

□出会った地元の方に対し、会釈するようにした。 

□参加者に対し、上記注意事項・厳守事項を周知徹底

させました。 

（該当する項目にレ点を入れてください。） 

以下の事項が発生しました。 

□地元住民または施設から苦情を言わ

れました。 

具体的に 

□その他 

具体的に 

 

 

 

（書式３）利用後にテレイン管理者が提出してください。（作手地区テレイン利用時のみ） 

テレイン管理報告書 

この報告書は作手地区テレイン利用時に、テレイン管理者自らが記入し、他の報告書と一

緒に県協会へ提出してください。（報告書はメール添付でも OK。添付資料は郵送してくだ

さい） 

・添付資料 ①テレイン内設置物を示した地図（設置位置に赤丸をつけメモ書きで OK） 

      ②利用者から集めた「誓約書」全部 

 地図・誓約書は郵送⇒〒478-0036 知多市新舞子大瀬 102-3 新帯 亮あて  

テレイン利

用者 

 

（代表者名） 

テレイン利

用日 

    月  

日 

月  日 月  日 月  

日 

利用テレイ

ン名 

    

 

事前チェッ

ク内容 

 

□コースをチェックし、迷って民家などにはいらないよう配慮した。 

□地図の立ち入り禁止表示が的確であることを確認した。 

□スタート前待機所、駐車場などが地域の迷惑になっていないことを確認し

た。 

□施設利用、コース近隣へ連絡済であることを確認した。 

□テレイン内設置物を聞きこんで配置を確認した。 

□大会要項にテレイン管理者名の記載があることを確認した。（大会のみ） 

□プログラムに「誓約書未提出の場合は失格」の旨記載を確認した。（大会

のみ） 

□その他

（                             ） 

 

利用者啓発

内容 

 

□開始前の説明会を開催した。 

□誓約書を利用者全員から回収した。 

□その他

（                             ） 

 

事後チェッ

ク内容 

 

以下の設置物が回収されていることを確認した。 

□EMITのあるコントロールの回収 

□EMITのないコントロールの回収 

□試走用テープの回収（試走でつかったが本番で使わなかったコントロー

ル） 

□給水所（特に無人給水所） 

愛知県協会 関係地元区長あて回覧で連絡
（宮崎財産区含む）

・必ずしも住民が回覧を見るわけではない。
・施設などには連絡がいかない。

県協会はテレイン利用の「許可」を与える立場ではありません。
必要な連絡等は行いますが、地元に迷惑をかけないよう利用者自身が努力してください。
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10各施設利用時の注意事項（１）

■愛知県野外教育センター
基本的に敷地内は通過禁止です。
ここを駐車場として使いたい場合は、
事前に連絡が必要です。（県協会サイトに用紙あり）
大会等の会場として使いたい場合は要相談。

■鬼久保ふれあい広場

有料施設ですので、必ず事前に許可をもらってください。
また、ペンションの敷地は通過禁止です。
施設の予約は新城市施設予約システムから行えます。
https://shisetsuyoyaku.city.shinshiro.lg.jp/

各施設の利用については必ず利用者で手配してください。

https://shisetsuyoyaku.city.shinshiro.lg.jp/
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11各施設利用時の注意事項（２）

■三河高原キャンプ村

ここはやや特別なルールで運用しています。
利用の連絡を県協会へいただくと、まずキャンプ村へメールでお知らせします。
その後、地元へのお知らせ文書を県協会から郵送します。
利用者から当日の利用方法などについて直接やりとりして許可を得てください。

このルールは、伊藤樹さんの努力とキャンプ村のご厚意で成立しております。
利用者、テレイン管理者、伊藤さん、県協会（新帯・桑山さん）でLINEグループ
を作って、その中で、細かな相談や留意点を行っています。

キャンプ村の中へのコントロールの設置、通過は禁止です。
スタートまで、ゴール後に歩いて通過は事前に許可を得てください。
駐車は有料です、その他、施設も有料でおかりできます。
オリエンテーリングのために、キャンプ村には特別に配慮していただいてます。
お礼の意味も込めて、軽食などをご利用ください。

詳しくは、県協会のサイト「三河高原牧場の利用の手引き」参照
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12テレイン利用誓約の電子署名について

利用連絡

利用者(参加者)
(実行委員会等)

テレイン管理者

事務局

誓約システムに
テレイン管理者
を登録

誓約システムに
イベントを登録

誓約システムで
電子署名

誓約状況
の確認

イベント登録
の削除

詳しい操作方法は説明書をご覧ください
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13意見交換：あなたならどうする？

最近の事例から

参加者がテレイン内にある木のくいを倒してしまいました。
そもそもかなり古く、腐っていたようです。



(NPO)Aichi Pref. Orienteering Association

14意見交換：あなたならどうする？

走っていたれあ、前方に地元の方が歩いていた。
ルートでは、この人を追い抜いていくのがベスト。
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15意見交換：あなたならどうする？

作手のテレインで大会を開催していた。禁猟区ではなかったが、
開催日が１１月３日で狩猟期（１１月１５日～３月１５日）は外れていた。

ところが、大会準備のため、設置に出ていたスタッフが地元の猟友会のおじさん
からすぐごい剣幕で怒られた。
「だれの許しを得て、山にはいっといるんじゃ！」

あたなた、大会責任者あるいはテレイン管理者の立場ならどう対応する？
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16修了テスト

https://navitomo.com/terrain/

以下のURLからテレイン利用誓約システムに入り、
2025年8月5日「愛知県テレイン管理者認定講習会」からはじめてください。
初めに、メールアドレスと氏名を入力してください。
設問にすべて答え、最後に電子署名を必ずしてください。
（されませんと、参加確認がとれません）
署名終わった方から、適宜、Zoomを抜けてください。

https://navitomo.com/terrain/
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